
食品名 シプロフロキサシン オルビフロキサシン ジフロキサシン ノルフロキサシン

牛の筋肉 ○ ○ ○ ●

豚の筋肉 ○ ○ ○ ○

その他の陸棲哺乳類に属する動物（注１）の筋肉 ● ● ○ ●

牛の脂肪 ○ ○ ○ ●

豚の脂肪 ○ ○ ○ ○

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 ● ● ○ ●

牛の肝臓 ○ ○ ○ ●

豚の肝臓 ○ ○ ○ ○

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 ● ● ○ ●

牛の腎臓 ○ ○ ○ ●

豚の腎臓 ○ ○ ○ ○

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 ● ● ○ ●

牛の食用部分（注２） ○ ○ ○ ●

豚の食用部分 ○ ○ ○ ○

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 ● ● ○ ●

乳 ○ ○ ● ●

鶏の筋肉 ○ ● ○ ○

その他の家きん（注３）の筋肉 ● ● ○ ○

鶏の脂肪 ○ ● ○ ○

その他の家きんの脂肪 ● ● ○ ○

鶏の肝臓 ○ ● ○ ○

その他の家きんの肝臓 ● ● ○ ○

鶏の腎臓 ○ ● ○ ○

その他の家きんの腎臓 ● ● ○ ○

鶏の食用部分 ○ ● ○ ○

その他の家きんの食用部分 ● ● ○ ○

魚介類（さけ目魚類に限る。） ● ● ○ ●

魚介類（うなぎ目魚類に限る。） ● ● ○ ●

魚介類（すずき目魚類に限る。） ● ● ○ ●

魚介類（その他の魚類（注４）に限る。） ● ● ○ ●

魚介類（貝類に限る。） ● ● ○ ●

魚介類（甲殻類に限る。） ● ● ○ ●

その他の魚介類（注５） ● ● ○ ●

上記以外の食品 ● ● ● ●

（注１）　牛及び豚を除く陸棲哺乳類に属する動物をいう。

（注２）　筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除く食用に供する部分をいう。

（注３）　鶏を除く家きんをいう。

（注４）　さけ目魚類、うなぎ目魚類及びすずき目魚類を除く魚類をいう。

（注５）　魚類、貝類及び甲殻類を除く魚介類をいう。

○　平成１８年１１月３０日施行。

●　平成１９年 ５ 月３０日施行。
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